
議

案

第

二

十

六

号 

  
 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

に

 
つ

い

て 

 

 

令

和

七

年

三

月

二

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会 

        

令和７年３月２６日 

教育委員会議案資料 No.５ 



 
 

 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る 

 
 

 

規

則

（

案

） 

 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

港

区

教

育

委

員

会

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

三

条

第

三

項

中

「

会

計

年

度

任

用

職

員

」

を

「

会

計

年

度

任

用

講

師

」

に

改

め

、

同

条

第

六

項

第

六

号

中

「

任

命

権

者

」

を

「

教

育

委

員

会

」

に

、

「

職

員

」

を

「

会

計

年

度

任

用

講

師

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

四

条

第

三

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。 

 
 

た

だ

し

、

連

続

し

て

九

十

日

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。 

 

第

十

四

条

中

第

四

項

を

第

五

項

と

し

、

第

三

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

４ 

病

気

休

暇

の

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

会

計

年

度

任

用

講

師

が

、

当

該

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

病

気

休

暇

の

期

間

の

初

日

前

一

年

以

内

に

、

病

気

休

暇

（

当

該

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

病

気

休

暇

に

係

る

負

傷

又

は

疾

病

の

症

状

等

と

明

ら

か

に

異

な

る

負

傷

又

は

疾

病

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

を

取

得

し

て

い

る

と

き

は

、

当

該

病

気

休

暇

の

期

間

と

当

該

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

病

気

休

暇

の

期

間

は

連

続

し

て

い

る

も

の

と

み

な

し

て

、

前

項

た

だ

し

書

の

規

定

を

適

用

す

る

。 

 

第

十

五

条

中

「

子

の

看

護

休

暇

」

を

「

子

の

看

護

等

休

暇

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

一

条

第

一

項

中

「

一

年

三

月

」

を

「

一

年

六

月

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

第

一

号

中

「

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

」

を

削

り

、

「

。

）

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

（

双

方

又

は

い

ず

れ

か

一

方



が

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

で

あ

り

、

互

い

を

人

生

の

パ

ー

ト

ナ

ー

と

し

て

、

相

互

の

人

権

を

尊

重

し

、

日

常

の

生

活

に

お

い

て

継

続

的

に

協

力

し

合

う

こ

と

を

約

し

た

二

者

間

の

関

係

そ

の

他

の

婚

姻

関

係

に

相

当

す

る

と

教

育

委

員

会

が

認

め

る

二

者

間

の

関

係

を

い

う

。

）

の

相

手

方

（

以

下

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

四

項

中

「

そ

の

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

、

「

当

該

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

当

該

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

四

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

５ 

教

育

委

員

会

は

、

男

子

の

会

計

年

度

任

用

講

師

が

第

三

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

男

子

の

会

計

年

度

任

用

講

師

の

子

が

生

後

一

年

六

月

に

達

す

る

ま

で

の

間

の

全

期

間

に

わ

た

り

育

児

時

間

の

承

認

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

場

合

で

あ

っ

て

、

そ

の

後

に

同

項

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し

な

い

こ

と

と

な

っ

た

と

き

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

子

が

生

後

二

年

に

達

す

る

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

つ

い

て

、

当

該

男

子

の

会

計

年

度

任

用

講

師

の

育

児

時

間

を

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

二

項

及

び

前

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。 

 

第

二

十

二

条

第

一

項

中

「

配

偶

者

等

（

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

配

偶

者

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

、

「

配

偶

者

等

の

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

及

び

第

四

項

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

る

。 



 

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

の

配

偶

者

等

」

を

「

の

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

配

偶

者

等

と

」

を

「

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

と

」

に

、

「

配

偶

者

等

の

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

四

条

第

二

項

第

一

号

中

「

性

別

が

同

一

で

あ

る

者

と

婚

姻

関

係

と

異

な

ら

な

い

程

度

の

実

質

を

備

え

る

社

会

生

活

を

営

む

関

係

に

」

を

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

を

有

す

る

こ

と

と

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

条

例

第

九

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

親

族

を

い

う

。

）

の

う

ち

、

」

を

削

り

、

「

も

の

」

を

「

親

族

に

限

る

。

）

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

七

条

の

見

出

し

を

「

（

子

の

看

護

等

休

暇

）

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

子

の

看

護

休

暇

」

を

「

子

の

看

護

等

休

暇

」

に

、

「

看

護

（

」

を

「

看

護

等

（

」

に

、

「

又

は

」

を

「

、

」

に

、

「

を

行

う

こ

と

を

い

う

」

を

「

若

し

く

は

学

校

保

健

安

全

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

五

十

六

号

）

第

二

十

条

の

規

定

に

よ

る

学

校

の

休

業

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

事

由

に

伴

う

当

該

子

の

世

話

を

行

う

こ

と

又

は

当

該

子

の

教

育

若

し

く

は

保

育

に

係

る

行

事

へ

の

参

加

を

す

る

こ

と

を

い

う

。

第

四

項

に

お

い

て

同

じ

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

及

び

第

三

項

中

「

子

の

看

護

休

暇

」

を

「

子

の

看

護

等

休

暇

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

子

の

看

護

休

暇

」

を

「

子

の

看

護

等

休

暇

」

に

、

「

看

護

を

」

を

「

看

護

等

を

」

に

改

め

る

。 

 

第

三

十

一

条

第

四

項

中

「

任

命

権

者

」

を

「

教

育

委

員

会

」

に

改

め

る

。 



 

第

三

十

二

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。 
（

介

護

に

つ

い

て

の

申

出

が

あ

っ

た

場

合

に

お

け

る

意

向

確

認

等

） 
第

三

十

二

条

の

二 

条

例

第

十

六

条

の

四

及

び

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

五

条

の

四

か

ら

第

二

十

五

条

の

六

ま

で

の

規

定

は

、

会

計

年

度

任

用

講

師

が

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

又

は

二

親

等

以

内

の

親

族

が

当

該

会

計

年

度

任

用

講

師

の

介

護

を

必

要

と

す

る

状

況

に

至

っ

た

こ

と

を

申

し

出

た

場

合

に

お

け

る

当

該

会

計

年

度

任

用

講

師

に

対

す

る

意

向

確

認

等

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

（

勤

務

環

境

の

整

備

に

関

す

る

措

置

） 

第

三

十

二

条

の

三 

条

例

第

十

六

条

の

五

及

び

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

五

条

の

七

の

規

定

は

、

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

環

境

の

整

備

に

関

す

る

措

置

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

 

別

表

第

三

中

「

配

偶

者

等

」

を

「

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

、

同

条

備

考

一

中

「

会

計

年

度

任

用

講

師

と

性

別

が

同

一

で

あ

っ

て

当

該

会

計

年

度

任

用

講

師

と

婚

姻

関

係

と

異

な

ら

な

い

程

度

の

実

質

を

備

え

る

社

会

生

活

を

営

む

関

係

に

あ

る

者

と

し

て

教

育

委

員

会

が

認

め

る

者

」

を

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

第

三

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 



（

経

過

措

置

） 
２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

一

条

第

一

項

及

び

第

五

項

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

後

の

育

児

時

間

の

申

出

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

前

の

育

児

時

間

の

申

出

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

施

行

前

の

準

備

） 

３ 

改

正

後

の

規

則

第

二

十

一

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

育

児

時

間

の

申

出

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。 



港
区
会
計
年
度
任
用
講
師
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 

 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
年
次
有
給
休
暇
） 

（
年
次
有
給
休
暇
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

年
次
有
給
休
暇
は
、
一
日
（
継
続
し
て
一
昼
夜
に
わ
た
る
勤
務
に
服
す
る
会

計
年
度
任
用
講
師
に
つ
い
て
は
、
二
日
）
を
単
位
と
し
て
与
え
る
。
た
だ
し
、

職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

年
次
有
給
休
暇
は
、
一
日
（
継
続
し
て
一
昼
夜
に
わ
た
る
勤
務
に
服
す
る
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
二
日
）
を
単
位
と
し
て
与
え
る
。
た
だ
し
、

職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

勤
務
実
績
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
は
、
勤
務
し
た

日
数
と
み
な
す
。 

６ 

勤
務
実
績
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
は
、
勤
務
し
た

日
数
と
み
な
す
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

教
育
委
員
会
が
会
計
年
度
任
用
講
師
の
給
与
の
減
額
を
免
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
の
基
準
（
昭
和
五
十
三
年
特
別
区
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
勤
務
で
き

な
か
っ
た
期
間 

 

六 

任
命
権
者
が
職
員
の
給
与
の
減
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
基

準
（
昭
和
五
十
三
年
特
別
区
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
別
表
第
一
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間 

令和７年３月２６日 

教育委員会議案資料 No.５‐２ 



７
・
８ 

（
略
） 

７
・
８ 

（
略
） 

（
病
気
休
暇
） 

（
病
気
休
暇
） 

第
十
四
条 
（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

病
気
休
暇
の
期
間
は
、
療
養
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
必
要
最
小
限
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
連
続
し
て
九
十
日
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

病
気
休
暇
の
期
間
は
、
療
養
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
必
要
最
小
限
の
期
間
と
す
る
。 

４ 

病
気
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
計
年
度
任
用
講
師
が
、
当
該
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
病
気
休
暇
の
期
間
の
初
日
前
一
年
以
内
に
、
病
気
休
暇
（
当

該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
気
休
暇
に
係
る
負
傷
又
は
疾
病
の
症
状
等
と
明

ら
か
に
異
な
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
取
得
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
病
気
休
暇
の
期
間
と
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
気
休
暇
の

期
間
は
連
続
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す

る
。 

 

５ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

（
特
別
休
暇
） 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、

出
産
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
不
妊
治
療
休
暇
、
妊
娠
出
産

休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児

時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休

暇
、
夏
季
休
暇
、
子
の
看
護
等
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
承
認
す
る
も
の

第
十
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、

出
産
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
不
妊
治
療
休
暇
、
妊
娠
出
産

休
暇
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児

時
間
、
出
産
支
援
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
災
害
休

暇
、
夏
季
休
暇
、
子
の
看
護
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
承
認
す
る
も
の
と



と
す
る
。 

す
る
。 

２ 
前
項
に
規
定
す
る
休
暇
の
う
ち
、
不
妊
治
療
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
子
の
看
護

等
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
講

師
の
一
週
間
の
勤
務
日
数
が
三
日
以
上
又
は
一
年
間
の
勤
務
日
数
が
百
二
十
一

日
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
休
暇
の
う
ち
、
不
妊
治
療
休
暇
、
夏
季
休
暇
、
子
の
看
護

休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
講
師

の
一
週
間
の
勤
務
日
数
が
三
日
以
上
又
は
一
年
間
の
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日

以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
育
児
時
間
） 

（
育
児
時
間
） 

第
二
十
一
条 

育
児
時
間
は
、
生
後
一
年
六
月
に
達
し
な
い
子
（
条
例
第
九
条
の

二
第
一
項
に
お
い
て
子
に
含
む
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
育
て

る
会
計
年
度
任
用
講
師
が
当
該
子
を
育
て
る
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
一
条 

育
児
時
間
は
、
生
後
一
年
三
月
に
達
し
な
い
子
（
条
例
第
九
条
の

二
第
一
項
に
お
い
て
子
に
含
む
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
育
て

る
会
計
年
度
任
用
講
師
が
当
該
子
を
育
て
る
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

男
性
の
会
計
年
度
任
用
講
師
の
育
児
時
間
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

男
性
の
会
計
年
度
任
用
講
師
の
育
児
時
間
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

育
児
時
間
に
よ
り
育
て
よ
う
と
す
る
子
に
つ
い
て
、
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊

重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者

間
の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
二
者

間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

 

一 

育
児
時
間
に
よ
り
育
て
よ
う
と
す
る
子
に
つ
い
て
、
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四

十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
又
は
条
例
等
に
よ
り
出
産
後
の
休
養
を
与
え
ら
れ

て
い
る
場
合 



手
方
」
と
い
う
。
）
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

そ
の
他
の
法
律
又
は
条
例
等
に
よ
り
出
産
後
の
休
養
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場

合 

 

二 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
育
児
休
業
法
そ
の
他

の
法
律
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合 

 

二 

配
偶
者
が
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場

 
 

合 

 

三 

育
児
時
間
に
よ
り
育
て
よ
う
と
す
る
子
に
つ
い
て
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
常
態
と
し
て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
場
合 

 

三 

育
児
時
間
に
よ
り
育
て
よ
う
と
す
る
子
に
つ
い
て
、
配
偶
者
が
常
態
と
し

て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
場
合 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
の
会
計
年
度
任
用
講
師
の
育
児
時
間

は
、
そ
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
当
該
子
に
つ
い

て
育
児
時
間
（
当
該
配
偶
者
又
は
当
該
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が

会
計
年
度
任
用
講
師
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
他
の
法
律
若
し
く
は
条
例
等
に
基
づ
く
育
児
時
間

に
相
当
す
る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
承
認
さ
れ
た
時
間
か
ら
当
該
配
偶
者
又
は
当
該
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
が
利
用
す
る
育
児
時
間
を
差
し
引
い
た
時
間
を
限
度
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
の
会
計
年
度
任
用
講
師
の
育
児
時
間

は
、
そ
の
配
偶
者
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
時
間
（
当
該
配
偶
者
が
会
計
年
度

任
用
講
師
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
育
児
時
間
又
は
他
の
法
律
若
し
く
は
条
例
等
に
基
づ
く
育
児
時
間
に
相
当
す

る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
さ

れ
た
時
間
か
ら
当
該
配
偶
者
が
利
用
す
る
育
児
時
間
を
差
し
引
い
た
時
間
を
限

度
と
す
る
。 

５ 

教
育
委
員
会
は
、
男
子
の
会
計
年
度
任
用
講
師
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
男
子
の
会
計
年
度
任
用
講
師
の
子
が
生
後
一

年
六
月
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
全
期
間
に
わ
た
り
育
児
時
間
の
承
認
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

子
が
生
後
二
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
、
当
該
男
子
の
会
計

年
度
任
用
講
師
の
育
児
時
間
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

 



て
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

６ 
（
略
） 

５ 

（
略
） 

（
出
産
支
援
休
暇
） 

（
出
産
支
援
休
暇
） 

第
二
十
二
条 
出
産
支
援
休
暇
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
そ
の
配
偶
者
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
に
当
た
り
、
子
（
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
養
育
そ
の
他

家
事
等
を
行
う
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

出
産
支
援
休
暇
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
そ
の
配
偶
者
等
（
条

例
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
出

産
に
当
た
り
、
子
（
配
偶
者
等
の
子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
養
育
そ
の
他

家
事
等
を
行
う
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

２ 

出
産
支
援
休
暇
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出

産
直
前
か
ら
産
後
二
週
間
以
内
に
一
日
を
単
位
と
し
て
二
日
以
内
で
承
認
す
る
。

た
だ
し
、
職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
産
支
援
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

出
産
支
援
休
暇
は
、
配
偶
者
等
の
出
産
直
前
か
ら
産
後
二
週
間
以
内
に
一
日

を
単
位
と
し
て
二
日
以
内
で
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
職
務
に
支
障
が
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
産
支
援

休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数

に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
出
産
支
援
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
の
事
実
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
出
産
支
援
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
等
の
出
産

の
事
実
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
育
児
参
加
休
暇
） 

（
育
児
参
加
休
暇
） 

第
二
十
二
条
の
二 

育
児
参
加
休
暇
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
そ
の
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
産
前
産
後
の
期
間
に
、
育
児
に
参
加

す
る
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二 

育
児
参
加
休
暇
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
そ
の
配
偶
者
等

の
産
前
産
後
の
期
間
に
、
育
児
に
参
加
す
る
た
め
の
休
暇
と
す
る
。 

２ 

育
児
参
加
休
暇
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

２ 

育
児
参
加
休
暇
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
の
配
偶
者
等
の
出
産
の
日
の
翌
日



プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
会
計
年
度
任
用
講
師

に
当
該
会
計
年
度
任
用
講
師
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
と
同
居
し
、
か
つ
、
養
育
の
必
要
が
あ
る
子
が
あ
る
場
合
に
は
、

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
予
定
日
の
八
週
間
（ 

多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以

後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認
す
る
。 

か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
承
認

す
る
。
た
だ
し
、
会
計
年
度
任
用
講
師
に
当
該
会
計
年
度
任
用
講
師
又
は
そ
の

配
偶
者
等
と
同
居
し
、
か
つ
、
養
育
の
必
要
が
あ
る
子
が
あ
る
場
合
に
は
、
配

偶
者
等
の
出
産
予
定
日
の
八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
週

間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に

お
い
て
承
認
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

教
育
委
員
会
は
、
育
児
参
加
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
出
産
の
事
実
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

教
育
委
員
会
は
、
育
児
参
加
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
等
の
出
産

の
事
実
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
慶
弔
休
暇
） 

（
慶
弔
休
暇
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

会
計
年
度
任
用
講
師
が
結
婚
す
る
場
合
、
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
な
る
場
合
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

引
き
続
く
七
日 

 

一 

会
計
年
度
任
用
講
師
が
結
婚
す
る
場
合
、
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
な
る
場
合
又
は
性
別
が
同
一
で
あ
る
者
と
婚
姻
関
係

と
異
な
ら
な
い
程
度
の
実
質
を
備
え
る
社
会
生
活
を
営
む
関
係
に
な
る
場
合

 
引
き
続
く
七
日 

 

二 

会
計
年
度
任
用
講
師
の
親
族
（
別
表
第
三
に
掲
げ
る
親
族
に
限
る
。
）
が

 

二 

会
計
年
度
任
用
講
師
の
親
族
（
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親



死
亡
し
た
場
合 

教
育
委
員
会
が
承
認
し
た
日
か
ら
引
き
続
く
同
表
に
定
め

る
日
数 

族
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
が
死
亡
し
た
場
合 

教

育
委
員
会
が
承
認
し
た
日
か
ら
引
き
続
く
同
表
に
定
め
る
日
数 

 

三 
（
略
） 

 

三 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
子
の
看
護
等
休
暇
） 

（
子
の
看
護
休
暇
） 

第
二
十
七
条 

子
の
看
護
等
休
暇
は
、
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
講
師
が
、
当
該
子

（
次
項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。
）
の
看
護
等
（
負
傷
し
、
若
し

く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
当
該
子
の
世
話
、
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な

当
該
子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六

号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
伴

う
当
該
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
当
該
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行

事
へ
の
参
加
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

第
二
十
七
条 

子
の
看
護
休
暇
は
、
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
講
師
が
、
当
該
子
（
次

項
に
お
い
て
「
養
育
す
る
子
」
と
い
う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
っ
た
当
該
子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
当
該

子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
休
暇
と
す
る
。 

２ 

子
の
看
護
等
休
暇
は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
一
日
を
単
位
と
し
て
五
日

（
養
育
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
以
内
で
承
認
す
る
。

た
だ
し
、
職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
（
子

の
看
護
等
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
）

２ 

子
の
看
護
休
暇
は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
一
日
を
単
位
と
し
て
五
日
（
養

育
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
以
内
で
承
認
す
る
。
た

だ
し
、
職
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
（
子

の
看
護
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
）
承



承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
子
の
看

護
等
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
さ
れ
た
子
の
看

護
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
子
の
看
護
等
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、
当
該
子
の
看
護

等
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
子
の
看
護
休
暇
を
承
認
す
る
と
き
は
、
当
該
子
の
看
護
を

必
要
と
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
介
護
時
間
） 

（
介
護
時
間
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
介
護
時
間
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
介
護
時
間
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
証
明
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

５
・
６ 

（
略
） 

（
介
護
時
間
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
計
年
度
任
用
講
師
） 

（
介
護
時
間
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
計
年
度
任
用
講
師
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

（
介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
意
向
確
認
等
） 

 

第
三
十
二
条
の
二 

条
例
第
十
六
条
の
四
及
び
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
五
条

の
四
か
ら
第
二
十
五
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
が
配
偶
者

若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
以
内
の
親
族
が
当

 



該
会
計
年
度
任
用
講
師
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出

た
場
合
に
お
け
る
当
該
会
計
年
度
任
用
講
師
に
対
す
る
意
向
確
認
等
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 
 

第
三
十
二
条
の
三 
条
例
第
十
六
条
の
五
及
び
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
五
条

の
七
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任
用
講
師
の
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

別
表
第
一
・
別
表
第
二 

（
略
） 

別
表
第
一
・
別
表
第
二 

（
略
） 

別
表
第
三
（
第
二
十
四
条
関
係
） 

別
表
第
三
（
第
二
十
四
条
関
係
） 

親
族 

日
数 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方 

（
略
）

血
族 

（
略
） 

（
略
）

姻
族 

（
略
） 
（
略
）

 

親
族 

日
数 

配
偶
者
等 

（
略
）

血
族 

（
略
） 

（
略
）

姻
族 

（
略
） 

（
略
）

 

 

備
考 

 

備
考 

 
 

一 

届
出
を
し
な
い
が
会
計
年
度
任
用
講
師
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
親
族
は
、
姻

族
と
み
な
す
。 

 
 

一 

届
出
を
し
な
い
が
会
計
年
度
任
用
講
師
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
又
は
会
計
年
度
任
用
講
師
と
性
別
が
同
一
で
あ
っ
て
当
該

会
計
年
度
任
用
講
師
と
婚
姻
関
係
と
異
な
ら
な
い
程
度
の
実
質
を
備
え
る

社
会
生
活
を
営
む
関
係
に
あ
る
者
と
し
て
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者
の
親



族
は
、
姻
族
と
み
な
す
。 

 
 

二
～
四 

（
略
） 

 
 

二
～
四 

（
略
） 

別
表
第
四 
（
略
） 

別
表
第
四 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
三

項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
会
計
年
度
任
用
講
師
の
勤
務
時
間
、
休
日
、

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条

第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
の
育
児
時
間
の
申
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
育
児

時
間
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
施
行
前
の
準
備
） 

 

３ 

改
正
後
の
規
則
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
の
申
出
は
、

施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

 


